
議案第３９号  

 

 

ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て  

 

 

 ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

 

 

  令和５年  ３月  １日  提出  

 

 

ひたちなか市長  大  谷    明  

 

 

  令和  年   月   日  議決  

 



ひたちなか市条例第   号  

 

 

ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 

ひたちなか市国民健康保険税条例（平成６年条例第７４号）の一部を次のように

改正する。  

 

付則第１６項の前の見出し及び同項中「令和４年度分」を「令和４年度及び令和

５年度の各年度分」に改める。  

 

 

付  則  

この条例は，令和５年４月１日から施行する。  

 



ひたちなか市国民健康保険税条例新旧対照表 

旧 新 備考 

付 則 

（令和４年度分の国民健康保険税の減免の特例） 

１６ 市長は，国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に，１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である国民健康保険の被保険者（未就学児

であるものを除く。以下「１８歳未満被保険者」という。）があるとき，又

は未就学児及び１８歳未満被保険者以外の国民健康保険の被保険者が３人以

上あるときは，当該納税義務者に係る令和４年度分の国民健康保険税につい

て，規則で定めるところにより減免する。 

１７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 

（令和４年度及び令和５年度の各年度分の国民健康保険税の減免の特例） 

１６ 市長は，国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に，１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である国民健康保険の被保険者（未就学児

であるものを除く。以下「１８歳未満被保険者」という。）があるとき，又

は未就学児及び１８歳未満被保険者以外の国民健康保険の被保険者が３人以

上あるときは，当該納税義務者に係る令和４年度及び令和５年度の各年度分

の国民健康保険税について，規則で定めるところにより減免する。 

１７ 略 
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